
大野市告示第１３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、本市

の字の区域を変更したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 なお、この届出に係る字の区域の変更は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定による県営

土地改良事業小山北部地区に係る換地処分の公告があった日の翌日からその効力を

生ずるものとする。 

 

         平成２１年２月４日 

 

                     大野市長 岡田高大 

 



 

 

大字および字の区域の変更調書 

 

                                        県営経営体育成基盤整備事業小山北部地区 
 

 次の区域を鍬掛７字柳街に編入する。 

大 字 字 地    番 

鍬 掛   ９字 東 山 ４８から５２までの各一部 

 
 次の区域を鍬掛１２字彦黒に編入する。 

大 字 字 地    番 

  ７字 柳 街 ５４の一部 

    ９字 東 山 ３７ ３８ ３９の１から３９の３まで  

４０の１から４０の３まで ４１から４５まで 

４６の１ ４６の２ ４７  

４８から５２までの各一部 

  １６字 堂 地 ２９の３ ３０の３ ３４の一部 ４６ ４７の一部

４９の一部 

鍬 掛 

  １７字 下応沢 １の１の一部 １の４ ２５の一部 ３０の一部 

３１の一部 

 

 次の区域を鍬掛１７字下応沢に編入する。 

大 字 字 地    番 

鍬 掛  １６字 堂 地 ３１の１ ３１の２ ３２ ３３の１ ３３の２ 

３４の一部 ３５から３９まで ４０の１ ４０の２

４１ ４２   ４３の１ ４３の２ ４４ ４５ 

４７の一部 ４８ ４９の一部 ５０から５５まで 

 

 次の区域を鍬掛１９字逆に編入する。 

大 字 字 地    番 

飯 降   １字 遮加志 ９の一部 ５４の一部 ６５の一部 

深 井  １０字 下広長 ２から４まで ５の一部 １２の一部 １４の一部 

１６の一部 

 

 次の区域を飯降１字遮加志に編入する。 

大 字 字 地    番 

  １７字 下応沢  １２の一部 １３ １４の１ １４の２ １５ 

２５の一部 ２７ ２８の一部 ２９の一部  

３１の一部 

鍬 掛 

 

 

 １９字  逆  １０の１から１０の３までの各一部 

１１から１３までの各一部 



 

 

 次の区域を飯降２字山脇に編入する。 

大 字 字 地    番 

  １字 遮加志 ６７ 

  ３字 当 堺 １０の一部 

    ５字 前 田 ６の２ ２４の２ ２６の２ 

    ７字 三反田 １２の３ １３の３ １５の３ １６の３ １８の３

１９の３ ２４の５ 

  １０字 縄 手 １８の４の一部 ２３の３ ２５の３ ２６の３ 

飯 降 

 

  １１字 神 田 ５の３ ６の３ ７の３ 

深 井   ６字 小 沢   １の一部 １５の一部 ３２から３５までの各一部 

 これらの区域に隣接介在する道路、水路である市有地の全部 

 

 次の区域を深井４字横越に編入する。 

大 字 字 地    番 

   ３字 尻 江 １ ２の１から２の４まで ４ ５ ６の１ ６の２

７から９まで １１から１４まで １８の３  

１９の３ ２０の３ ２２の３ ２３の３ ２４の３

   ６字 小 沢 

 

２４の一部 ２５の一部 ２６の１ ２６の２ ２７

２８の１ ２８の２ ３０の一部 ３１  

３８から４０までの各一部 ４３ ４４ 

深 井 

 

  １７字 春日前 ８の一部 ９の一部 

  ２字 山 脇   ２５の一部  

    ３字 当 堺 １０の一部 

飯 降 

 １０字 縄 手 １８の４の一部 １９の５ 

 これらの区域に隣接介在する道路、水路である市有地の全部および深井１７字春日前１０、 

１１、１２、１３、１４の１、１５に隣接介在する水路である市有地の一部 

 

 次の区域を深井６字小沢に編入する。 

大 字 字 地    番 

飯 降    ２字 山 脇 ９の一部 ２５の一部 ３１の一部 ３２の一部  

３３ 

 

 次の区域を深井１０字下広長に編入する。 

大 字 字 地    番 

鍬 掛  １９字  逆 １３の一部 

飯 降   １字 遮加志  １０の１ １０の２ ４９の一部 ５０の一部 

５５の一部 ５７の一部 ５８の一部 ６２の一部 

 

 

 



 

 

 次の区域を深井１５字六反田に編入する。 

大 字 字 地    番 

   ４字 横 越 ３９の一部 ４０の一部 ４１ ４２  

４３の１の一部 ４３の２の一部 ４４の一部 

４５ ４６ 

  ６字 小 沢 ４の一部 ５から１１まで １２の一部  

１９の２の一部 ２０ ２１ ２２の１から２２の３

まで ２３ ２４の一部 ２５の一部 ３０の一部 

３２の一部 ３４の一部 ３５の一部 ３６ ３７ 

３８から４２までの各一部 

  １７字 春日前 １から７まで ８の一部 ２９の一部  

３０から３７まで ３８の１ ３９から４４まで  

４５の１から４５の４まで ４６ ４７ ４８の一部

深 井 

  ２５字 六地蔵前 １の１の一部 １の２ ２から５までの各一部 

６の１ ６の２ ６の３の一部 ７の一部 ８の一部

９の１の一部 

 これらの区域に隣接介在する道路、水路である市有地の全部 

 

次の区域を深井１７字春日前に編入する。 

大 字 字 地    番 

深 井   ２５字 六地蔵前 ９の１の一部 ９の２の一部 １０から１８までの 

各一部 １９の１一部 １９の２ ２０の１ 

２０の２ ２０の３の一部 

 これらの区域に隣接介在する道路、水路である市有地の一部 

 

 次の区域を深井２５字六地蔵前に編入する。 

大 字 字 地    番 

深 井   １５字 六反田 ２２の一部 ２３の一部 ２４  

２５の１から２５の３まで ２６ ２７  

２８の一部 ３９から４１までの各一部 

  ５字 縄 境 ２４ ２５ ２６の１から２６の４まで 上荒井 

    ６字 堂ノ前 １から３まで 

 これらの区域に隣接する道路、水路である市有地の全部 

 

 次の区域を上荒井６字堂ノ前に編入する。 

大 字 字 地    番 

上荒井   ５字 縄 境 ３３から４０まで ４１の一部 ４９の一部 

５０から５４まで ５５の１ ５５の２ 

 これらの区域に隣接する道路、水路である市有地の全部 

 



 

 

 次の区域を上荒井７字里城に編入する。 

大 字 字 地    番 

上荒井   ６字 堂ノ前 １０の一部 １１から１７まで  

１８の１から１８の３まで １９から２２まで  

２３の一部 ３６の一部 ３７から４６ ４７の一部

 これらの区域に隣接介在する道路、水路である市有地の一部 
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